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１．はじめに 

インド特許法によれば、親出願の特許付与前であれば、いつでも分割出願をファイルすること

が可能です。具体的には、出願人は、自発的に分割出願をファイルすることも可能ですし（イン

ド特許法第 16 条(1)）、また、出願の単一性違反（インド特許法第 10 条(5)）を解消するために

分割出願をファイルすることも可能です。但し、後述するように、インド特許プラクティスは、

クレームの補正に関し非常に厳格であることに注意が必要です。 

 

 これまで、インド特許出願（親出願）から第１の分割出願（子出願）をファイルし、この子出

願から更に第２の分割出願（孫出願）をファイルした結果、この第２の分割出願（孫出願）が分

割要件違反を理由にインド特許庁は基本的には認めないことが知られています。  

 

 このような状況下で、2015年 3月 25日に、第１の分割出願（子出願）から派生してファイ

ルされた第２の分割出願（孫出願）がインド特許庁によってどのように扱われるべきかについて、

IPAB（Intellectual Property Appellate Board：知的財産審判部）による審決が下されました。 

 

IPABによる上記最近の審決に鑑み、インドにおける分割出願プラクティスに関する留意事項

について、以下に説明します。 
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